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鹿嶋市教育振興基本計画策定委員会設置規則 

平成１５年１月２３日 

教委規則第３号 

（設置） 

第１条 鹿嶋市の目指す教育と教育に関する施策を，効果的かつ総合的に推進するための

鹿嶋市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するため，鹿嶋市教育振興

基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（職務） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について，審議検討する。 

（１） 本市教育の理念及び将来的にあるべき教育の目標に関すること。 

（２） 本市教育の充実に向けた施策の方向性に関すること。 

（３） 新鹿嶋市総合計画の基本計画期間内の具体的施策に関すること。 

（４） 基本計画の点検・評価及び重点施策並びに施策の推進に必要な個別事業の見直

しに関すること。 

（５） その他策定に関して必要なこと。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員１６人以内で組織する。 

２ 委員は，次の各号のうちから教育委員会が委嘱する。 

（１） 市民代表 

（２） 学識経験者 

（３） 教育機関関係者 

３ 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は再任することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により定める。 

３ 委員長は，委員会を主宰し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集する。 

２ 会議は，委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対し，会議への出席を求め，

意見を聴くことができる。 

（ワーキングチーム） 

第６条 委員会に，資料収集・作成及び調査研究のためワーキングチームを置くことがで
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きる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，教育施策企画・調整担当課が行う。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１５年２月１日から施行する。 

附 則（平成１５年４月２２日教委規則第１１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年７月１日教委規則第１１号） 

この規則は，平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２５日教委規則第２号） 

この規則は，平成２５年３月１日から施行する。 

 

 

鹿嶋市教育振興基本計画策定委員会委員名簿 
 

氏 名 委員当時の所属 

加藤 崇英 茨城大学教育学部准教授 

丸山 広人 茨城大学教育学部准教授 

倉持 利夫 鹿島高等学校長 

佐々木 孝明 大野中学校長 

塩入 豊子 子鹿幼稚園長 

生井澤 精二 元高等学校長 

大鷲  忠 鹿嶋市ＰＴＡ連絡協議会長 

樋口 映子 県東地区ＰＴＡ連絡協議会副会長 

和田  勉 豊津地区まちづくり委員会委員 

石上  諒 はまなす公民館地区まちづくり委員会委員 

飛田 芳子 前教育委員 

網敷 俊志 公募委員 

出倉 智弥 公募委員 

任期：平成２７年３月２８日まで 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ期 鹿嶋市教育振興基本計画 

平成２８年３月 

（令和３年３月改定） 

（令和４年３月追記） 

 

茨城県鹿嶋市教育委員会総務就学課編集 

ＴＥＬ ０２９９－８２－２９１１ 

ＦＡＸ ０２９９－８３－７８９４ 

E-mail kyouikusoumu2@city.ibaraki-kashima.lg.jp 


